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南アルプスと歌舞伎の里
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〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原354　ホームページアドレス　http://www.vill.ooshika.nagano.jp　電子メールアドレス　info@vill.ooshika.lg.jp
人口 873人（±0）／男 427人（＋1）／女 446人（－1）／世帯数 460戸（±0）　令和6年8月１日現在　※（ ）内は前月比 ◇印刷／龍共印刷株式会社

おしらせ版 No.333 広報バックナンバーを
村のホームページから

ご覧になれます。

～診療所からのお知らせ～　風邪症状で受診希望の方は診療所へご連絡ください　 ₃₉ー₂₁₁₁

令和６年度収穫祭「日曜朝市」開催！
大鹿日曜朝市を下記の日程で開催します！

◯開催日：８月1₈日、８月25日、9月１日、9月８日、9月15日

◯時　間：午前８時30分～10時

◯場　所：塩の里直売所前朝市広場

　長野県町村会主催の「信州縦断～元気なふるさと収穫祭めぐり」として開催しています。（会場
でアンケートに答えると他町村の特産品が当たるかも！）
　村内の新鮮でおいしい旬な野菜が並ぶ予定ですので、ぜひ皆様お誘いあってお越しください！
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◯相談できる日（８月～９月）
月 火 水 木 金

8/13 14 15
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
9/2 3 4 5 6
9 10 11 12 13

相談可能時間：午前9時～午後3時まで
※相談可能日・時間は変更となる場合があります。

農に関するお知らせ農に関するお知らせ
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　令和６年７月29日に第１回上蔵活性化計画づくりを行いました。
　上蔵活性化計画づくりとは、人口減少や、高齢化が進む中で、集落の住民が幸福に、安全に、
末永く暮らすために、「どんな地域を目指すのか」や「どうやって目指す地域にしていくのか」
を集落のみんなで考え、まとめる取り組みです。
　上蔵地域活性化計画づくりでは、住民の一人一人が地区の代表と考えているため、リーダー
等の役割は決めずに行います。
　第１回である今回は、上蔵に住み地域を活性化させたいと思う有志の方々７名が集まり、１
時間という短い時間の中でそれぞれが思う現在困っていること、今後こうしていきたいと思う
ことなどについて意見の共有をしました。
　今後も月に２度ほどのペースで集まり、短い時間でそれぞれの課題解決に向けて議論してい
く予定です。

●会議で出た課題
【人がいない】　若手が少ない、減っている、自治会の役が回らない
【環　　　境】　環境整備の担い手不足、木が大きくなって景色が悪くなっている
【空　き　家】　空き家が多い・増えている、隣近所が空き家で家を空けにくい
【農　　　地】　農地の維持管理、人がいなくなって農地が荒れてきた
【老　　　後】　後継者不足、家のセキュリティー等、高齢になって農作業で力が入らなく

なった

●第1回参加者（敬称略）
　小林俊夫　　神馬壮汰　　濱倉 均　　平田浩一朗　　宮崎郁人　　宮崎安子　　宗像 充

令和６年度　第１回上蔵地域活性化計画づくり
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活性化プロジェクト
便り

令和６年　能登半島地震災害義援金のご報告とお礼

活性化プロジェクトとは…
　大鹿村では地域活性化や観光促進への経験とノウハウを
持ち、幾つかのSDGs関連団体の理事等幅広く活躍されて
いる小林憲市氏と大鹿村の地域活性促進について令和4年
７月より業務契約を結んでおり、地域活性化や観光促進等
の課題解決へ向けた取り組みを行っています。

大谷由里子氏によるPR活動と講演会が行われました

物産開発事業実施！

　６月5日（水）～６日（木）の２日間、小林憲市氏のご紹介で大谷由里子氏をお招きし、大鹿
村内のPR活動及び講演会を開催しました。大谷由里子氏は吉本興業元プロデューサーであり、
現在は企業・自治体向けに「自立・自走」の人づくりを精力的に支援されています。
　当日は村長との対談動画の撮影やSNS等で大鹿村のPRを行っていただきました。また、講
演会を開催し、大谷由里子氏の今までの活動や思い、人づくりや村づくりについて、笑いもあり、
聞くだけではなく聴講生も参加する等ユニークな形で講演いただきました。今は【Well-being

（個人や社会の良い状態。健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境
的な状況によって決定される）】の時代であり、「良い状態」は人によって違いがあるというこ
と、そしてコミュニケーションの方法等もご紹介いただきました。

　７月13日（土）～７月14日（日）の２日間、小林憲市氏が講師
を務められている、東京の食糧学院の学生が大鹿村を訪れ、
大鹿村のPR活動や村の特産品（ブルーベリー等）を使用した
物産開発の意見交換会が行われました。
　学生には２日間大鹿村内をめぐっていただき、昼食等で訪
れた事業所では村で営業を始めた経緯や食材について、ブ
ルーベリーの収穫体験や日曜朝市を訪れた際は生産者のお話
を伺いました。　
　最後は加工事業者や生産者等との交流会を行い、２日間を
振り返っていただき、物産開発へのレシピやターゲット、展
開方法等を発表していただきました。
　今後は今回の来村で得た経験を踏まえて、ブルーベリー等
村特産品を活用した、新たな物産開発を行っていただきます。

　令和６年１月１日に発生した能登半島地震により、被災された
皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　被災された方々への支援を目的に、皆様からお預かりした義援
金は、日本赤十字社を通じ、総額122，525円（令和６年７月末現在）
を送金させていただきました。
　また、山塩館に宿泊されたお客様方からも義援金として37，074
円をお預かりし、こちらも日本赤十字社を通じ送金させていただ
きました。
　ご協力ありがとうございました。なお、引き続き令和６年11月
末まで役場住民税務課窓口及び保健福祉課窓口に義援金箱を設置
しておりますので、皆様の暖かいご支援をお願いいたします。

日本赤十字社
公式マスコットキャラクター

「ハートラちゃん」
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罰則の規定
事　項 内　　　容

違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金（法人：１億円以下の罰金）

違反転用における
原状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金（法人：１億円以下の罰金）

農業委員会への届出・許可申請書等はHPにも掲載されています
（村ホームページ→事業者向け→農業→農業委員会）

【令和6年７月₂₄日（水）　定例会が行われました】
　今回提出された案件は、農地法第3条、非農地判断、農地法第3条の3です。農地の件でお
困りのことがございましたら、いつでもご相談ください。

今回承認等された利用権等

【農地を相続した場合は届出が必要です】

【農地で耕作以外の行為をする場合はご注意を！】

　令和６年4月１日から相続登記の義務化が始まっているわけですが、農地を相続された場合
は、農業委員会への届出が必要です。これは、農地法第3条の3の規定に基づく届出となりま
すので、忘れずにお願いします。

　農地（田や畑など）を資材置場や駐車場など、農地以外の用地に転換等することを農地転用と
いいます。一時的な場合も該当し、農作業小屋・農機具倉庫の設置、畦畔を削ったり区画を変
えたりする場合も対象となります。これは、食料安定供給の基盤である優良農地を確保するた
めです。
　転用する場合は、農業委員会を経由して、都道府県知事等から許可を受ける必要があります。
許可を受けないで農地転用した場合などは、「違反転用」となり、罰則の適用もありますので、
必ず農業委員会までご相談ください。

地区 利用権等 件数 その他

鹿塩
所有権

非農地判断

3

2
・申請等は、その月の₁5日を基準に受付け。
　【直近締切日：令和６年８月15日（木）】

・定例会は、毎月20日前後を予定
　【直近予定日：令和６年８月20日（火）】大河原 所有権 1

※農地の売買や賃借などといった農地のやり取りには、「農業委員会の許可」が必要です。

農業委員会だより
問い合わせ先：　39－2001まで
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＜このパンフレットに関するお問い合わせ先＞農林水産省経営局就農・女性課（TEL 03-3501-1962）

農業者の皆様へ

日々の農作業が忙しくて
健康管理がおろそかになっていませんか？

自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。

定期的に健康診断を受けることが、
病気の早期発見・早期治療につながります。

健康な状態で農作業ができるよう、
積極的に健康診断を受診しませんか。

● ４０歳から７４歳の方は、市区町村等が実施しているメタボリック
シンドロームに着目した特定健診の対象です。積極的に受診しましょ
う。

● この他にも、市区町村において、各種健康診断・がん検診等を行っ
ていることがあります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせ下
さい。

※ 医療機関や健康診断の会場では、換気や消毒を行うなど、
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行っています。
マスクの着用など、受診時の注意を守って、会場にお越しください。

健康な状態で農作業をするためには、
自分の健康状態を知ることが重要です！

良い作物を作るためにも
私たちが健康でいることが、
大切だということですね！
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＜このパンフレットに関するお問合せ先＞農林水産省経営局就農・女性課（TEL 03-3501-1962）

がん検診を受けていますか？

がんは早期に見つけることが大切です。
定期的にがん検診を受けることが
がんの早期発見・早期治療につながります。

健康な状態で農作業ができるよう
定期的にがん検診を受けましょう。

種類 対象者 受診間隔
① 胃がん検診 ※１ ５０歳以上 ２年に１回

② 子宮頸がん検診
２０歳代 ２年に１回

３０歳以上 ２年に１回または５年に１回※２

③ 肺がん検診 ４０歳以上 １年に１回
④ 乳がん検診 ４０歳以上 ２年に１回
⑤ 大腸がん検診 ４０歳以上 １年に１回

農業者の皆様へ

良い作物を作るためにも
私たちが健康でいることが
大切だということですね！

健康な状態で農作業するためにも、
定期的ながん検診が重要です！

○ 市区町村では、基本的に以下の５種類のがん検診が実施されています 。
 まずは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

※1 胃部エックス線検査による胃がん検診については、４０歳以上を対象に、１年に１回
実施している市区町村もあります。
※2 HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、３０歳以上を対象に、５年に１回
実施している市区町村もありますが、検査結果によっては受診間隔が個人で異なります。

がん検診の会場では新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行っています。
マスクの着用など、受診時の注意を守って会場にお越しください。
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地域計画に基づく農地の貸借は、 
農地中間管理事業に一本化されました！ 

 
 

■農地の貸し借りはどのように変わりましたか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農地中間管理事業ってどんな事業ですか？ 
  知事が指定する農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、地域計画（目標地

図）に位置付けられた受け手に対して、まとまりのある形で貸付する事業です。 
    長野県では、公益財団法人長野県農業開発公社が知事の指定を受けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 農地中間管理事業 
② 利用権設定等促進事業 
  （相対事業） 
③ 農地法第３条 

① 農地中間管理事業 
 
 
② 農地法第３条 

●市町村が実施している「利用権設定等促進事業（相対事業）」は、「農地中間管理
事業」に統合されました。 

●これにより、農地の権利移動の手法は、「農地中間管理事業」と「農地法第３条」
の二つに集約され、今後は、「地域計画」に沿って貸借が行われます。 
注１：利用権設定等促進事業（相対事業）は、地域計画が公告されていない地域について、令和７年３月末まで利用が可能 
注２：契約期間中の利用権設定等促進事業（相対事業）は、契約期間終了まで権利設定は継続 

一
本
化 

令和５年４月１日～ これまで 
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■賃料の取扱いはどうなっていますか？ 

機構が受け手から賃料を徴収し、出し手に支払います。 
     受け手からの徴収は、毎年 11 月 20 日にお届けの金融機関口座から機構が引落し、出

し手への支払いは、毎年 12 月 10 日にお届けの金融機関口座へ機構が振り込みます。 
     なお、「地域計画」において、出し手と受け手の間で調整が整い、機構理事長が認めた場

合は、金納に代わり物納の取扱いができます。 
 
 

■事業を活用すると手数料は必要ですか？ 
     賃借料事務等にかかる手数料はかかりません。 
 
 

■契約途中での解約はできますか？ 
     出し手及び受け手と機構との間の賃借権、使用貸借権の合意解約は、その事情がやむ

を得ないと認められる場合に限り行うことができます。詳しくは、下記の問い合わせ先に
ご相談ください。 

      
 

■事業を活用するとどんなメリットがありますか？ 

農地を貸したい人（出し手） 農地を借りたい人（受け手） 

●安心して農地を貸すことができます 
●受け手と直接交渉する必要はありません 
●賃料は確実に受け取ることができます 
●期間満了後の更新手続きも簡単です 

●経営規模の拡大や集約ができます 
●借受期間中は安心して耕作できます 
●賃借料の支払い事務は、機構が行います 
●期間満了後の更新手続きも簡単です 

 
 
 

■農地中間管理事業の問い合わせ先 
●まずは市町村、市町村公社、ＪＡへ 
●または長野県農業開発公社へご相談ください。 

■本所 公益財団法人長野県農業開発公社（長野県農地中間管理機構） 
    〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町 1177-3 JA 長野県ビル 11 階 
    TEL 026-217-7167 FAX 026-217-7973 E-Mail nagano@n-nouchi.net 
■事業所（県合同庁舎地域振興局農業農村支援センター内） 

地域 場所 ℡ 地域 場所 ℡ 

佐久 佐久市跡部 65-1 0267-63-3161(直) 木曽 木曽郡木曽町福島 2757-1 0264-24-2211(代) 

上田 上田市材木町 1-2-6 0268-23-1260(代) 松本 松本市大字島立 1020 0263-47-7800(代) 

諏訪 諏訪市上川 1-1644-10 0266-53-6000(代) 北ｱﾙﾌﾟｽ 大町市大町 1058-2 0261-23-6546(直) 

上伊那 伊那市荒井 3497 0265-76-6814(直) 長野 長野市大字南長野南県町 686-1 026-234-9509(直) 

南信州 飯田市追手町 2-678 0265-23-1111(代) 北信 中野市大字壁田 955 0269-22-3111(代) 
 

 

 

 

 

■農地中間管理事業の問い合わせ先
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ま
ら
な
く
て
も
個
人

参
加
も
可
能
で
す
。
多
く
の
村
民
の

方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
参
加
希
望
の
方
は
、
9
月
4
日

（
水
）ま
で
に
自
治
会
の
分
館
長
さ
ん

に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
内

容
は
同
報
無
線
や
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
で
も
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

自
分
の
体
力
は
ど
の
く
ら
い
？

体
力
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す
!!

マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
大
会

秋
季
大
会
を
開
催
し
ま
す
！

令
和
７
年
４
月
採
用
の

土
木
技
術
職
員
を
募
集
し
ま
す

歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

大
鹿
村
が
構
成
団
体
と
な
っ
て
い

ま
す
「
下
伊
那
郡
土
木
技
術
セ
ン

タ
ー
組
合
」
で
は
、一
般
行
政
職（
土

木
職
・
社
会
人
枠
）を
募
集
し
ま
す
。

詳
細
は
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

の【
社
会
人
枠
採
用
試
験
実
施
要
綱
】

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
お
問
い

合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
３
９
５

－

０
０
３
４

　

飯
田
市
追
手
町
２

－

６
７
８
番
地

　

飯
田
合
同
庁
舎
５
階

　

下
伊
那
郡
土
木
技
術
セ
ン
タ
ー
組
合

　
（
担
当
：
庶
務
課
長
）

　

２
３

－

２
５
４
２

　
　
（
平
日　

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分
）

　

５
２

－

５
８
８
４

　

大
人
に
な
る
と
、「
歯
」
の
健
康

に
は
関
心
が
薄
れ
て
い
き
ま
す
。
虫

歯
等
で
「
歯
」
が
痛
く
な
っ
て
よ
う

や
く
歯
医
者
へ
行
く
と
い
う
方
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。

　

今
は
む
し
歯
だ
け
で
な
く
、「
歯

周
病
」
に
も
対
処
が
必
要
で
す
。

　

歯
周
病
の
方
は
、「
糖
尿
病
」
や

「
高
血
圧
症
」
等
の
生
活
習
慣
病
に
な

り
や
す
く
、
ま
た
、
重
篤
な
症
状
に

な
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

○
対
象
者　

20
歳
以
上
の
住
民

○
実
施
場
所

　

大
鹿
村
立
診
療
所　

歯
科

○
実
施
日

　

歯
科
診
療
日（
水
曜
日
・
金
曜
日
）

　

午
前
8
時
15
分
〜
午
前
11
時

○
費
用　

１
、０
０
０
円

※
令
和
５
年
度
に
40
・
45
・
50
・
55
・

₆0
・
₆5
・
70
歳
に
な
る
方
は
無
料

で
検
診
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
健
診

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健
福
祉

課
保
健
医
療
係
ま
で
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。

○
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　

保
健
福
祉
課

　

保
健
医
療
係

　

４
８

－

５
７
０
１

公
民
館
だ
よ
り

体力テスト（Ｒ5）

マレットゴルフ秋季大会（Ｒ5）
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　生活習慣病（肥満症・高血圧症・脂質異常症・糖尿病など）は自覚症
状が現れにくく、気づかぬうちに病気が進行してしまいます。健診は、
病気の予防や早期発見・早期治療に役立ちます。
　当日はＪＡ長野厚生連健康管理センターの方に来ていただき、集団健
診を行います。何歳になっても自分の健康状態について正しい知識を持
つために、年に一回は健診を受けましょう！

●日　時：10月15日（火）　午前10時 ～ 午後3時30分
●場　所：母子健康センター（診療所２階）
●対象者：20歳以上の方

※40歳～74歳で国保以外の保険に加入されている方は、職場の健診を受診してください。
　上記以外の方は、ヘルススクリーニングを受診できます。

●健診内容
　◦基本検査：2,500円（社保の被扶養者（家族）は金額が異なります）
　　・身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査

※40・45・50・55・60・65・70歳になる国保の方は、基本検査が無料で受けられます。
　◦オプション検査
　　・大腸がん検診：　500円
　　・肝炎検査：　　　600円（これまでに検査を受けたことがない、40歳以上の方が対象）

　　・前立腺がん検診：500円（50歳以上の男性が対象）

　　・骨密度検診：　　300円（二年に一度の実施）

※年度当初に申込された方には、受診票を10月上旬に送付します。
※新たに申し込まれる方は、9月6日（金）までに保健福祉課へお申し込みください。

●問い合わせ・申込先：役場　保健福祉課　保健医療係　 48−5701（直通）まで　

『歯と口の健康づくり教室』を行いました！
　６月21日（金）に『歯と口の健康づくり教室』を行いました。口腔衛生センター
の歯科衛生士からは、「歯を抜く原因の9割は虫歯や歯周病。痛みなど何もないときに受診を
する方が、結果的に歯や入れ歯は長持ちする」という話があり、歯科受診の大切さをお話しい
ただきました。また、言語聴覚士からは噛む力や飲み
込む力の大切さを教えていただくとともに、全員でお
口まわりの体操を行いました。
　口内環境や口腔機能の悪化は、全身の様々なトラブ
ルに繋がります。村では、20歳以上の方を対象に歯科
健診を実施しています。ご自身のお口の状態を知るた
めにも、歯科健診を受けましょう！

ヘルススクリーニング
（集団健診）

を実施します！
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2024年能登半島地震に伴う地変
　2024年６月23日、日本地質学会中部支部の巡検「能登半島
地震に伴う地変の視察」に参加し、富山駅から大型バスで能
登半島西岸の輪島市門前町の4m近く隆起した漁港まで行っ
てきました。
　往路の途中、氷見市内の様子をバス車窓から見ました。氷
見市内は2024年１月１日の能登半島地震時の最大震度は5強
でしたが、市街地はもともと浜

ひんてい

堤と呼ばれる砂丘列だった場
所柄、液状化による被害が大きく、家屋の倒壊・地割れ・噴
砂等が起きたそうです。一部の地区では、家が傾いてしまっ
たらしく、応急危険度判定で「危険」と判定され、入口に赤
紙が貼られた家が連なっている通りもありました。
　七尾市から先は、「能越自動車道」、「のと里山海道」とい
う２つの自動車専用道路を通りましたが、まだ輪島方面への
一方通行しか開通していない状態でした（*1）。また、開通
した区間でも、ところどころ段差ができている場所があり、
大きくバスが揺れました。のと里山海道は、谷筋に橋を架け
ずに、盛土をして道路を作っている場所が多く、その部分が
壊れてしまったそうです。また、地震後早い段階で調査に行

かれた方の話では、先方が沈下している段差の場合、どのくらいの高さの段差なのかの予見が
難しく、はまってしまったり、パンクしてしまったりする車が見られたそうです。
　のと里山海道を降り、一般道で、峠を越えて能登半島西岸に向かう道路上は、斜面の崩壊が
目立ち、対策工事中の箇所が何か所かありました。車窓からは、瓦屋根にブルーシートがかけ
られている家も増えてきました。一方で、休憩のため立ち寄った道の駅とぎ海街道は通常通り
営業中で、青のりが入ったサザエ最

も

中
なか

を購入し、早速味見しました。
　今回の最北見学地、黒島漁港（写真１）・鹿磯漁港では、地面が3～4ｍほど隆起して、漁港
が干上がってしまった様子を見ました。隆起量が大きかったために、津波の被害は少なくて済

んだようですが、この状態では漁港として使えません。また
この地域は2024年能登半島地震の最大震度が震度７だったこ
とから地震の揺れによる被害も大きかったようでした。
　今回の視察を通して、能登半島は、地震や豪雨で被災する
と車が通れなくなり、孤立してしまいやすいという点では大
鹿村と似ていると思いました。大鹿村でも、しばらく孤立集
落になってしまっても生き延びられるよう、日ごろから備え
をしておくことが重要だと感じました。（宮崎）
(*1)のと里山海道は、2024/7/17より対面通行再開

大鹿村中央構造線博物館たより
１83号

2024年８月発行
ＴＥＬ：（０２６５）３９−２２０５

ｓｔａｆｆ６９＠ｍｔｌ−ｍｕｓｅ．ｃｏｍ

図1　見学経路(往路)

写真1　黒島漁港
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▢■▢ 国民年金からのお知らせ ▢■▢
マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請について

　国民年金の下記の手続は、マイナポータルを利用して電子申請ができます。詳細は、日本年
金機構のＨＰをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

【電子申請可能な申請等】
　▶ 国民年金保険料免除・納付猶予申請
　▶ 学生納付特例申請
　▶ 産前産後免除該当届
　▶ 国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出
　▶ 付加保険料納付（辞退）申出
　▶ 付加保険料納付該当（非該当）届
　▶ 口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出
　▶ 口座振替辞退申出

【問い合わせ先】　上記についてのご不明点、国民年金のご相談・手続き等については
　　　　　　役場　住民税務課　☎39ー2001　または飯田年金事務所まで

●●申請
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ネ
イ
チ
ャ
ー
ピ
ア
ノ

コ
ン
サ
ー
ト

２
０
２
４

ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

　

木
々
に
囲
ま
れ
、
鳥
の
声
、
虫
の

音
や
風
の
さ
さ
や
き
、
土
や
草
の
香

り
、
そ
し
て
川
の
音
と
の
マ
リ
ア
ー

ジ
ュ
。
ま
さ
に
自
然
と
ピ
ア
ノ
の
音

が
一
体
と
な
っ
た
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト

は
、
普
通
の
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
は

味
わ
え
な
い
体
験
と
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

村税・料金 納付のお知らせ  毎月の料金 　◦保育料　◦介護保険料　◦住宅料　◦水道料
  　　　　　　◦後期高齢者医療保険料　◦その他利用料等　

課税月
税目（期） 4 月 5 月 ₆ 月 7 月 ₈月 ₉月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 備考

住民税普通徴収 1 2 3 4 年４回
固 定 資 産 税 1 2 3 4 年４回
軽 自 動 車 税 1 年1回
国民健康保険税 1 2 3 4 ₅ ₆ 7 ₈ 9 10 11 12 毎　月

８月の口座振替 ８月26日（月）　納付書納期限 ９月２日（月）
９月の口座振替 ９月25日（水）　納付書納期限 ９月30日（月）

★引き落とし日の前営業日までに口
座をご確認ください。

★納付書納付は、最寄りの金融機関
又は役場会計にてお願いします。

　

ご
み
は
決
め
ら
れ
た
日
、
決
め
ら

れ
た
場
所
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
出

し
ま
し
ょ
う
。

＊
前
日
に
ご
み
を
出
す
場
合
は
、
猫

等
野
生
動
物
か
ら
の
被
害
防
止
の

た
め
集
積
所
の
奥
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
生
ご
み
は
で
き
る

限
り
、
当
日
の
朝
に
出
す
よ
う
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

ご
み
集
積
所
は
、
各
自
治
会
の
管

理
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
を

守
っ
て
出
し
ま
し
ょ
う
。

＊
ご
み
の
出
し
方
が
分
か
ら
な
い
場

合
は
、
住
民
税
務
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
ご
み
の
収
集
日
を
確
認

②
前
日
の
午
後
３
時
〜
当
日
の

午
前
８
時
ま
で

③
居
住
さ
れ
て
い
る
自
治
会
の

集
積
場
所
へ

○
日
時

　

９
月
15
日（
日
）

　

開
場　

午
前
10
時

　

開
演　

午
前
11
時（
約
90
分
）

※
雨
天
の
場
合
は
1₆
日
開
催

○
場
所　

大
西
公
園

○
入
場
料　

無
料

※
大
鹿
歌
舞
伎
に
あ
や
か
り
、
お
き
も

ち（
お
ひ
ね
り
）を
お
願
い
し
ま
す
。

○
ピ
ア
ノ
演
奏　

平
澤
真
希

○
問
い
合
わ
せ
先

　

ネ
イ
チ
ャ
ー
ピ
ア
ノ
事
務
局

　

９
６

－

７
１
８
３

　

役
場　

商
工
観
光
係

　

３
９

－
２
０
０
１
㈹

8月はここ!!

9月はここ!!



広報おおしか 14

高齢者世帯の見守りサービスを始めませんか
対話して操作する画面（タブレット端末）を使用します

○サービスの目的
　村内高齢者の皆さんが自宅で安心して生活できるよう、インターネットを利用した
アプリの「ぽすくまくん」に話しかけることで、村外のご家族や役場などと結ぶ双方
向コミュニケーションを実現し、高齢者世帯の見守りにつなげます。
　また、最新の技術により、高齢者の皆さんの生活を楽しく、便利にすることを目指
しています。

○対象者　世帯全員が₆5歳以上（別途利用対象審査を行う場合があります。）

○ご利用にあたり
　飯田ケーブルテレビでインターネット契約をしていただく必要があります。（有料）
村からの補助金2，340円/月があります。

○受付・問い合わせ先
　役場　保健福祉課　福祉係　　 48−5701まで

★高齢者は、「ぽすくまくん」に話しかけて、挨拶、会話、天気、知りたいこと
を聞いたり、ご家族とビデオ通話で話すことができます。

★ご家族は、スマートフォンに「ぽすくまくん」の利用状況が自動送信され、生
活の見守りができます。長時間応答していないなど、心配な場合は直接確認・
電話をしたり、ご近所や役場に連絡して下さい。

見守りサービスのイメージ

大鹿村役場

高齢者

村外のご家族役場からの
お知らせを
送信 ご家族から写真や

メッセージを送信
声掛けに応答して
いる事が確認でき
安心

声で操作ができるので比較的使いやすい
音楽やクイズもでき、楽しく過ごせます

おはようございます
今朝の薬はのみましたか？

はい、飲みました。

※毎日の声掛け等

今日の天気を教えて
音楽をかけて

ビデオ通話で
顔を見ながら
通話
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そう だん う つ

https://www.jinken.go.jp/kodomo

そう だん う つ

インターネットでも相談を受け付けているよ！
インターネット人権相談

じんけんそうだん

検 索
けん さく クリック！

そう   だん

こちらからも
アクセス
できるよ！▶

@snsjinkensoudan
友だち追加して相談してね！
とも そう だんつい か

LINEで相談
そう だん

インタ ネ

あたら まい   とし かい

しょうちゅうがく  せい みな

わた

ひと

でん わ

LINEじんけん相談
そう だん

秘密は守るよ！
ひ みつ まも

秘密は守るよ！
ひ みつ まも

だん
悩みがあったら
なや

そう

相談してね！
だん

悩みがあったら
なや

そう

相談してね！
人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君

じんけん

じん くん

じんけん

じん
人権イメージキャラクター

人ＫＥＮあゆみちゃん

がっ

なや

こう いえ

ほか

ま

じょう

学校や家、
その他のことで
悩みがある…インターネット上の

トラブルに巻き込まれた…いじめられている…いじめられている…
インターネット上の

トラブルに巻き込まれた…

じょう

こま

しゅうきょう

学校や家、宗教、
その他のことで
悩みがある…

がっ

なや

こう しゅうきょういえ

ほか

8月21日 ～8月27日
令和6年
れい わ ねん

がつ

令和6年
れい わ ねん

0120-007-110
フリーダイヤル ぜろ ぜろ なな ひゃくとおばんの

午前8：30～午後7：00
ごへい じつ ど にちぜん ご ご ご ぜん ご ご

午前10：00～午後5：00平日 土日

がつにち
すい か

にち

通話無料

ぜん こく いっ せい

じん けん そう だん きょう か しゅう かんじん けん そう だん きょう か しゅう かん

「こどもの人権相談」強化週間「こどもの人権相談」強化週間
全国一斉

人権イメージキャラクター
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じん
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0120-007-110
フリーダイヤル ぜろ ぜろ なな ひゃくとおばんの

SOSミニレターでも
相談できるよ！

新しいミニレターは、毎年１回、
小中学生の皆さんに

渡しているよ!! 
すぐにほしい人は、

0120-007-110 に
電話してね!!

法務局で相談を
受け付けています！
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